
Ａ．平成28年から
　　役場での様々な手続きに
　　マイナンバーが必要です

Ｑ．来年から役場の手続きが
　　変わるって本当ですか？

【解　説】
平成28年１月１日から、役場での様々な手続き
にマイナンバーが必要です。
すべての手続きに必要になるわけではありませ
んが、必要になる手続きは幅広いため、役場で
の手続きの際はマイナンバーをご用意ください。
平成28年１月１日以降、役場にお越しの際は、
以下の３点を持ってきてください。
○マイナンバー通知カードまたは個人番号カード
○身分証明書（次の①②いずれか）
　①運転免許証など写真付きのものを１点
　②健康保険証、年金手帳などを２点
　※個人番号カードを持っている場合、身分証明書は不要

○印鑑

■マイナンバーが必要になる手続きの例
担当課 手続内容

住民課

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

（国民年金）

この他、住民票の住所・氏名などの
変更の際、通知カードまたは個人番
号カードに変更内容を追記します

税務課 （確定申告）

保険環境課

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

（子ども医療）

（ひとり親家庭等医療）

（重度障害者医療）

健康福祉課
戦没者の遺族に対する

特別弔慰金

生活保護申請

いよいよ本格始動。マイナンバーの疑問に答えます
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さ
れ
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割
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。
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情
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さ
れ
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こ
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ま
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で
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む
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。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
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で
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待
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れ
る
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果
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①
公
正
・
公
平
な
社
会
の
実
現

　
負
担
を
不
当
に
免
れ
た
り
給
付
を
不

正
に
受
け
た
り
す
る
こ
と
の
防
止

②
国
民
の
利
便
性
の
向
上

　
添
付
書
類
の
削
減
な
ど
行
政
手
続
が

簡
素
化
さ
れ
、
国
民
の
負
担
が
軽
減

③
行
政
の
効
率
化

　
行
政
機
関
な
ど
で
様
々
な
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報
の
照

合
、
転
記
、
入
力
な
ど
に
要
し
て
い

る
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間
や
労
力
の
大
幅
な
削
減

公正・公平な
社会の実現

行政の効率化
国民の

利便性の向上
Check !

※（）は平成29年１月以降に必要な手続き
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